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Ｎo. 9 除染と廃棄物処理（オフサイトの状況）

講師： 河田東海夫

＜講義概要＞

福島県内の除染は、避難指示が出され住民が避難している地域（20㎞圏内お

よび平成 23年 4月時点で年間 20mSv 以上の被ばくの恐れがある地域）は「除染

特別地域」と呼ばれ、国が直轄で除染している。それ以外の地域で事故影響に

よる年間の追加被ばく線量が年間 1 mSv を上まわる地域を「除染実施区域」と

呼び、国の財政支援のもとで各市町村がそれぞれ除染を行っている。

これらの除染作業は、事故後制定さてた放射性物質汚染対処特措法（特措法）

のもとで実施されている。

本講義では、特措法の下で行われている除染やそれに伴って発生する廃棄物

の処理に関する全体的枠組みを概観したうえで、具体的な除染の方法や効果、

現地における除染の進捗状況と課題などについて学習する

＜講義の主な内容＞

1. 汚染の全体状況

2. 事故後の放射線防護の考え方

3. 放射性物質汚染対処特措法の制定と除染実施の全体枠組み

4. 除染の進め方と効果

5. 除染等の進捗状況と課題

6. 現地の近況
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事故後の空間線量率の減少状況

• 赤色の内側は年間100mSvを超える地域
• 黄色の内側は年間 20mSv を超える地域 4
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赤枠内：国が直轄で除染

赤枠外： 市町村が除染

赤枠：

避難指示区域

除染実施に関する基本的考え方

14

特定廃棄物及び除染に伴う廃棄物の処理フロー

21

除染モデル実証事業の成果の例

• 除染後、線量率が再上昇することはほとんどない

41http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/20130811_kyogikai_shiryo3.pdf

除染特別地域の除染の進捗状況
（平成28年3月末現在）

• 除染が済んだ田村市（H26/4）と
川内村（H26/10：一部を除く）、
楢葉町（H27/9）は避難指示解
除済み

• 帰還困難区域外のその他の地
域でも除染が進行中で、来年3
月までに完了の予定

• 飯館、南相馬、富岡、双葉の宅
地では実施率9割以上

• 帰還困難区域ではモデル除染
事業を実施、一部の地域では公
的施設の本格除染実施

• 常磐自動車道全線開通
（H27/3）

50

中間貯蔵施設

• 貯蔵対象：

– 除染で回収した除去
土壌や関連廃棄物

– 特定廃棄物等の焼却
灰で放射性セシウム
濃度が１０万Bqを超
えるもの

• 土壌等の貯蔵容量：

約 1,600～2,200万m3

（東京ドームの約 13 ～ 1 8倍）

• 貯蔵期間３０年

60http://josen.env.go.jp/chukanchozou/material/pdf/dojyou_cyuukan.pdf


